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例

元従業員

質問:  最近まで競合他社で働いていた人を部下に雇いました。彼に
競合他社のことを聞いても良いでしょうか?

答え:  競合他社の職務に関して質問する前に法務顧問の指導を仰
いでください。相手が法的に開示を規制されている情報を求
めることは決してしないでください。これには、競合他社の企
業秘密その他の機密情報が含まれます。

競合他社の提案

質問:  顧客への提案の準備中、顧客から競合他社による顧客への
提案を示されました。これを受け取っても良いでしょうか?

答え:  おそらく良いでしょう。まず、顧客が秘密保持契約によりこれを
開示することを禁止されていないことを確かめます。顧客にそ
の情報を守る法的義務がないことが確認されたら、それを受
け取っても良いでしょう。受け取った後でそれが「極秘」または
「専有」などと記されている場合、あるいはそうあるべきだと
思われたら、その情報を開示または使用する前に法務顧問の
指導を仰いでください。

質問あるいは懸念がある場合は ウェブサイト 
www.KOethics.comのEthicsLine へアクセスしてください。
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本規範は従業員が社内および社外で一貫した行為をとることを確保するためのものです。潜在
的な規範の違反に対応する手順は、会社全体に亘り手続きの一貫性を持たせることを目的とし
て作られています。

本規範はすべての状況について述べるものではありません。また、地域の法律または契約内
容によって変更される場合があります。

執行責任

本規範の執行は倫理・コンプライアンス委員会の責任であり、最高財務責任者、法務顧問、
および取締役会の監査委員会の監督下にあります。倫理・コンプライアンス委員会は当社の
管理および運営を司る上級幹部からなります。

潜在的な規範違反の調査

当社では、規範の違反に関する通報はすべて誠実に取り扱い、すべての告発を完全に調査し、
その機密を守ることに取り組んでいます。調査は当社の監査、財務、法務、およびストラテジッ
ク・セキュリティ部門の従業員が実施あるいは管理します。規範の違反の可能性について調査
を受ける従業員は、最終的な裁決の前に事情を説明する機会が与えられます。当社では、地域
の苦情処理手順がある場合にはそれに従います。

裁決

規範の違反に関する裁決および懲戒はすべて倫理・コンプライアンス委員会が下しますが、
特定の分野の決断は地域のマネジメントに委ねることがあります。規範に反したと見なされ
た従業員は、違反と懲戒措置の見直しを求めることができます。

規範の違反に関する調査と裁決プロセスの詳細については、「事業運営規範に関する諸事項
の取り扱いに関する方針(Guidelines for Handling Code of Business Conduct Matters)」を
参照してください。 

規範の管理

39質問あるいは懸念がある場合は ウェブサイト 
www.KOethics.comのEthicsLine へアクセスしてください。
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懲戒措置

当社では、規範に対する違反の性質と状況に見合う懲戒措置を実施することに取り組ん

でおり、初回の違反やそれほど深刻でない問題については戒告状を付すなど、段階的懲

罰制度を実施しています。さらに深刻な違反は、無給停職、または昇給、ボーナスやストッ

クオプション賞与の喪失または減額、あるいは解雇などの対象となります。 

規範に違反したと見なされた従業員は、裁決の記録と戒告状が従業員の恒久的記録に

収められます。

裁決と調査の報告

倫理・コンプライアンスオフィスは、実施された懲戒措置を含め、すべての調査と裁決を

上級幹部と取締役会の監査委員会に定期的に報告します。同オフィスはまた、従業員の

教育のため、個人を識別できる要素を除いた規範の代表的な違反例を倫理・コンプライ

アンス・イントラネットサイトに掲示します。

署名および合意

新規従業員はすべて、事業運営規範を読み、それに従うことに合意する旨の合意書に署

名しなければなりません。また、すべての従業員は同様の合意書に定期的に署名しなけ

ればなりません。規範を読まないことや、合意書に署名しないことにより、規範の条項を

守る従業員の義務が免除されるものではありません。

適用除外

当社役員に対する規範の適用除外は、取締役会または同会指定の委員会により承認さ

れなければならず、法律の定めるところにより速やかに開示されます。
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用語集

用語集は、事業運営規範で使用される用語を定義します。これら用語や規範で使われている

他の用語についてさらに質問がある場合は、地域倫理担当者または倫理・コンプライアンス

オフィスへ問い合わせてください。

EthicsLine – 従業員その他が事業運営規範または他の倫理およびコンプライアンス事項に

関する質問をしたり、懸念を通報することのできる、外部業者運営の報告サービス。 

会社資産 – 会社のお金または製品、勤務時間、仕事の成果、コンピュータシステムとソフトウ

ェア、電話、ワイヤレス通信機器、コピー機、コンサートやスポーツイベントのチケット、社用

車、専有情報、商標など。

親族 – 配偶者、父母、兄弟姉妹、祖父母、子供、孫、姑または舅、または同性・異性のドメスティッ

クパートナー。さらに、同居しているその他の家族またはその他あなたに経済的に依存してい

る人、またはあなたが経済的に依存している相手も含まれます。 

価値あるもの – 現金、贈り物、食事、接待、ビジネスの機会、会社製品、雇用の約束、その他文

字通り公務員にとって価値があるもの。金額の基準はなく、いかなる額でも賄賂と見なされ 

ます。

企業との関係における裁量権 – 当社のサプライヤーの選択に影響を与える権限、または既存

の顧客あるいはサプライヤーと当社との関係に大きく影響を与える権限。 

競合他社 – 「利益相反」並びに「競合他社の情報」の条項においてのみ、「競合他社」とは当社

または当社の子会社あるいはボトラー以外の企業で、清涼飲料または濃縮液の製造、卸売販

売をする企業、またはそのような事業を積極的に検討中の企業。

競合他社の情報 – 当社の競争相手に関する情報。

公務員 – 世界中のすべての国の政府職員。身分の低い職員や政府運営機関の職員も含む。さらに、

政党、政党役員、公職に対する候補者、国連などの公的国際機関の職員も含む。

質問あるいは懸念がある場合は ウェブサイト 
www.KOethics.comのEthicsLine へアクセスしてください。
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顧客 – 当社または当社の子会社あるいはボトラーがザ コカ・コーラ カンパニーの商標

が付された濃縮液または完成品を販売する相手。当社商標製品のフランチャイズ・ボト

ラーは顧客と見なされます。

心づけ – 裁量を伴わない行動またはサービス (通常の免許の取得や電話の架設など) を早

めたり可能にするために公務員に支払う小額の金銭。

サプライヤー – コンサルタント、下請け業者、および代理業者を含む、当社に製品またはサ

ービスを販売するすべての業者。さらに、最終的に取引が交わされない場合でも、当社が

採用を積極的に検討中の業者を含みます。

重要な非公開情報 – 合理的に見て投資家による企業の証券の売買または保持の判断に

影響すると思われる非公開情報。例としては当社に関わる重要な買収合併、当社の収益

または売上の事前情報、上級幹部の人事異動など。この他にも重要な情報はたくさんあ

ります。所持している非公開情報が重要であるかどうか不明な場合は、法務顧問に問い

合わせてください。

地域倫理担当者 – グループ、ビジネス部門、あるいは適切なボトリングインベストメント会

社レベルの従業員で、倫理・コンプライアンス委員会および該当するビジネス責任者によ

って規範の「利益相反」と「会社資産」に該当する行動に関して書面による承認を与える権

限を与えられた者。地域倫理担当者の一覧表は倫理・コンプライアンス・イントラネットサ

イト参照。

非公開情報 – 当社が一般に公開していない、あるいはアクセスを可能にしていない情報。従

業員、発明、契約、戦略および事業計画、主要な経営陣の交代、新製品の発売、買収合併、

技術仕様、価格設定、提案、財務データ、および製品コストなどに関する情報を含みます。

倫理・コンプライアンス委員会 – 事業運営規範の運営管理の義務を負う、当社の管理お

よび運営を司る上級幹部からなる委員会。

賄賂 – 公務員の自由裁量の決定事項に影響を与えることを目的として価値あるもの

を提供する、あるいは提供を申し出ること。より広義の定義を課す法律が適用される

地域もあります。
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リソース

倫理・コンプライアンスに関するイントラネットサイト

当社では、規範に関する詳細情報、他の方針や指針、研修、その他倫理とコンプライアンスに関
する情報を記載したイントラネットサイトを提供しています。イントラネットへのアクセスがで
きない場合は、マネジャー、人事部、法務顧問、または地域倫理担当者に連絡するか、倫理・コ
ンプライアンスオフィスへ問い合わせてください。

方針および指針
本事業運営規範は職場でとるべきすべての行動を記載するものではありません。規範に記載
されていることに関する詳細を提供したり、記載されていないことを説明する他の方針や指針
もあります。次にそれら方針を挙げます。倫理・コンプライアンスに関するイントラネットサイト
でご覧ください。 

•  資産利用の方針(Acceptable Use Policy)

•  反賄賂規定(Anti-Bribery Policy)

•  ザ コカ・コーラ カンパニーのサプライヤー用事業運営規範 
(Code of Business Conduct for Suppliers to The Coca-Cola Company)

•  競争法に関する方針(Competition Law Guidelines)

• 競合他社の情報に関する方針(Competitive Intelligence Policy)

• 権限委任に関する方針(Delegation of Authority)

• 取締役任命に関する方針(Director Appointee Guidelines)

•  事業運営規範に関する諸事項の取り扱いに関する方針 
(Guidelines for Handling Code of Business Conduct Matters)

• 情報保護に関する方針(Information Protection Policy)

• インサイダー取引に関する方針(Insider Trading Policy)

• プライバシーに関する方針(Privacy Policy)

• 出張および接待に関する方針(Travel & Entertainment Policy)

• 職場の権利に関する方針(Workplace Rights Policy)

質問あるいは懸念がある場合は ウェブサイト 
www.KOethics.comのEthicsLine へアクセスしてください。



リソース

44

倫理・コンプライアンスオフィス
倫理・コンプライアンスオフィスでは規範、当社コンプライアンス方針、あるいはそれら
の違反の可能性についての懸念あるいは質問にお答えしています。 

倫理・コンプライアンスオフィス連絡先:

• 電話: +1-404-676-5579

• 電子メール: compliance@na.ko.com

• Fax: +1-404-598-5579 

•  住所:  Ethics & Compliance Office 
The Coca-Cola Company 
One Coca-Cola Plaza 
Atlanta, Georgia 30313 USA

•  EthicsLine はwww.KOethics.comからアクセスするか、ウェブサイトに記載され
ているアクセスコードを使いフリーダイヤルで電話できます。

© 2008 The Coca-Cola Company   100%消費財廃棄物再生紙に印刷。

倫理・ 
コンプライアンス



ザコカ・コーラカンパニーはいつでも、
またいかなる理由によってでも、この 
規範を修正、変更または廃止する権利
を保有します。
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